
○警備業者の営業所等に対する立入検査実施要綱の制定について

（平成18年２月17日岩生企第87号警察本部長）

〔沿革〕 平成19年３月岩生企第114号、24年７月第266号、26年４月岩生環第208号、令和２年10月第251

号、３年３月第73号改正

各 部 長

首 席 監 察 官

各 所 属 長

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）並びに警備業法施行規則の一部を改正する内

閣府令（平成17年内閣府令第102号）が施行されたことに伴い、警備業者の営業所等に対する立入検査実

施要綱を制定し、平成18年２月17日から施行することとしたので、事務処理上遺漏のないようにされた

い。

なお、警備業者の営業所等に対する立入検査の実施に関する訓令の運用について（平成16年４月７日

付け岩生企第190号）は廃止する。

警備業者の営業所等に対する立入検査実施要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という ）第47条の規定に基づき、警備。

業者の営業所、基地局又は待機所（以下「営業所等」という ）に対して行う立入検査の実施に関し、必。

要な事項を定めるものとする。

（立入検査を実施する警察職員）

第２ 立入検査を実施する警察職員は、次のとおりとする。

(1) 警察本部

生活安全企画課に所属する者

(2) 警察署

ア 生活安全課（刑事・生活安全課を含む ）において勤務する者。

ただし、一般職員にあっては、許認可事務を担当する者とする。

イ 営業所等の所在地を管轄する交番又は駐在所において勤務する者

ウ その他警察署長が特に必要と認める者

（立入検査実施者に対する教養）

第３ 警察本部生活安全企画課長（以下「生活安全企画課長」という ）及び警察署長は、立入検査を行う。

警察職員に対して、あらかじめ立入検査の手続き、立入検査に当たっての着眼点、法令違反を発見した

場合の措置等について所要の教養を実施するものとする。

（立入検査の種別）

第４ 立入検査は、定期立入検査及び臨時立入検査とする。

(1) 定期立入検査は、次により行うものとし、その実施に当たっては、生活安全企画課長及び警察署長

は立入検査実施計画を策定するものとする。

ア 警察本部生活安全企画課に所属する警察職員が実施する回数は、おおむね１年に１回

イ 警察署に所属する警察職員が実施する回数は、おおむね６月に１回

(2) 臨時立入検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

ア 警備業務に関連して事故が発生したとき

イ 営業所等を新たに設け、又は変更したとき

ウ 警備業者の営業に関する苦情や違反の疑いが認められるとき

エ 法第46条に規定する報告又は資料の提出に応じないとき

オ 法第48条に基づく指示又は法第49条に基づく営業停止後において、警備業務が適正に行われてい

るかを確認しようとするとき

カ その他生活安全企画課長又は警察署長が必要があると認めるとき



（立入検査の実施及び結果の報告等）

第５ 立入検査の実施及び結果の報告等については、次のとおりとする。

(1) 立入検査の実施に当たっては、立入検査票（様式第１号又は第２号）に基づき、業務の状況又は帳

簿、書類その他の物件を検査するとともに、関係者に対する質問により行うものとする。

(2) 立入検査を実施した結果については、警備業立入検査実施報告書（様式第３号）に所定の事項を記

載の上、生活安全企画課長又は警察署生活安全課長（刑事・生活安全課長を含む。以下「生活安全課

長」という ）に報告するものとする。ただし、法令違反で行政処分の上申や検挙措置の必要性につい。

て判断を要する場合は、生活安全課長を経由して警察署長に報告するものとする。

(3) 生活安全企画課長又は警察署長は、立入検査の結果、法令違反があった旨の報告を受けたときは、

速やかに、指導・警告、行政処分の上申又は検挙の措置を講ずるものとする。

(4) 生活安全企画課長又は警察署長は、法令違反があった旨の立入検査の実施報告を受けたときは、警

備業立入検査実施報告書の写しを作成し、遅滞なく生活安全部長を経て、報告するものとする。生活

、 、 、安全部長は 営業所等に対する立入検査の実施状況を掌握し 適切な立入検査の実施を図るとともに

法令違反に対する適正な措置を指示するものとする。

（報告又は資料の提出要求）

第６ 法第46条の規定に基づき、警備業者に対し、報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出

要求書（様式第４号）を交付して行うものとする。

（立入検査実施上の留意事項）

第７ 立入検査の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 立入検査を実施するときは、警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号。以下「規則」という ）。

第70条に定める身分証明書（別記様式第22号。以下「身分証明書」という ）を携帯し、関係者に提示。

すること。

(2) 立入検査は、法の目的を確保するため、法の施行に必要な限度において認められたものであること

から、犯罪捜査や他の行政目的のために行わないこと。

(3) 立入検査の対象は、営業所等に限定されていることから、それ以外の警備業務対象施設等に対する

立入検査はできないものであることに留意すること。

(4) 立入検査は、警備業者あるいは営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て実施する

こと。

(5) 立入検査に当たっては、検査の対象である営業所等の正当な業務に支障を及ぼすような無用な負担

をかけないようにすること。

(6) 立入検査の結果、法令違反を発見したときは、速やかに、生活安全企画課警備業担当課長補佐又は

生活安全課長に報告し指示を受けること。

（身分証明書の交付等）

第８ 身分証明書交付等の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 身分証明書の交付要領

ア 身分証明書の番号は、各警察職員の職員番号とすること。

イ 公安委員会印は、各所属保管のものを使用すること。

ウ 身分証明書を交付した場合には、警備業立入身分証明書交付名簿（様式第５号）を備え付けて記

録するとともに、警備業立入身分証明書交付・返納報告書（様式第６号）により、生活安全企画課

長を経て報告すること。

エ 異動により所属が変わった後、新所属においても前記第２の規定に該当する場合は、既交付の身

分証明書を継続して使用できるものとするが、継続して使用する場合においても警備業立入身分証

明書交付名簿に記録し、警備業立入身分証明書交付・返納報告書により、生活安全企画課長を経て

報告すること。

オ 被交付者に異動があった場合は、警備業立入身分証明書交付名簿に記録し、警備業立入身分証明

書交付・返納報告書により、生活安全企画課長を経て報告すること。

(2) 身分証明書の返納



ア 異動等により身分証明書の交付基準に該当しなくなった場合は、身分証明書を返納しなければな

らない。

イ 返納された身分証明書は、各警察署において確実に廃棄し、その経過を警備業立入身分証明書交

付名簿に記録するとともに、警備業立入身分証明書交付・返納報告書により、生活安全企画課長を

経て報告すること。
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様式第１号（営業所用）
立 入 検 査 票

実 施 年 月 日 年 月 日 午前・後 時 分 ～ 午前・後 時 分

課・署 階級 氏 名
実 施 者

課・署 階級 氏 名

□主たる営業所 □その他の営業所
立 入 場 所

（名称 ）

（ ）立 会 人 役 職 氏 名 歳

種 別 □４条業者 □９条前段業者 □９条後段業者

氏名又は名称

住 所

法人等の種別 □個人 □株式会社 □有限会社 □合資会社 □合名会社
□財団法人 □社団法人 □その他（ ）

警
（１号）□住宅に係る機械警備業務 □前記以外の機械警備業務 □空港保安警備業務警備業務の種別

□施設警備業務 □その他備

（２号）□雑踏警備業務 □交通誘導警備業務 □その他業

（３号）□現金運搬警備業務 □前記以外の貴重品運搬警備業務 □核燃料物質等危険物者
運搬警備業務 □その他

（４号）

法人にあっては、

その代表者の氏名

公安委員会 第 号
認定証の番号

（有効期間： 年 月 日～ 年 月 日 ）

名 称

主 所 在 地
℡

た
□設置年月日 □区域内における警備業務の開始年月日 年 月 日設置等の年月日

る
（１号）□住宅に係る機械警備業務 □前記以外の機械警備業務 □空港保安警備業務主として行う警

□施設警備業務 □その他営 備業務の種別

（２号）□雑踏警備業務 □交通誘導警備業務 □その他業

（３号）□現金運搬警備業務 □前記以外の貴重品運搬警備業務 □核燃料物質等危険物所
運搬警備業務 □その他

（４号）

そ 名 称
の
他 所 在 地
の ℡
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□設置年月日 □区域内における警備業務の開始年月日 年 月 日営 設置等の年月日
業

（１号）□住宅に係る機械警備業務 □前記以外の機械警備業務 □空港保安警備業務所 主として行う警
□施設警備業務 □その他備業務の種別

（２号）□雑踏警備業務 □交通誘導警備業務 □その他

（３号）□現金運搬警備業務 □前記以外の貴重品運搬警備業務 □核燃料物質等危険物

運搬警備業務 □その他

（４号）

氏 名
年 月 日交付

公安委員会第 号住 所
号警備業務□

（ ）警 年 月 日生生年月日

□専任 □兼任配置状況
備

氏 名
年 月 日交付

員
公安委員会第 号住 所

号警備業務□

指

（ ）生年月日 年 月 日生
導

□専任 □兼任配置状況

教 氏 名
年 月 日交付

公安委員会第 号育 住 所
号警備業務□

責
（ ）生年月日 年 月 日生

任 □専任 □兼任配置状況

氏 名
年 月 日交付者

公安委員会第 号住 所
号警備業務□

（ ）生年月日 年 月 日生

□専任 □兼任配置状況

□認定申請書 □認定証更新申請書 □営業所設置等届出書（ 年 月 日届出）

□法第１１条第１項変更届出書（ 年 月 日届出） □法第１１条第４項変更届出書

（ 年 月 日届出） □都道府県内廃止届出書（ 年 月 日届出）

□警備業廃止届出書（ 年 月 日届出）



- 3 -

調 査 区 分 調 査 事 項 確 認 資 料 調査 結 果

※ 調査事項の各項目の冒頭の○は法令上の義務に関する事項であり、△は警察庁の行政指導に
関する事項である。

※ 該当する□に を記載すること。
※ 確認資料の名称は、業者によって異なる場合がある。
※ 確認資料のうち （ ）内のものは警察において保管しているもの。、
※ 調査事項中の（ ）内に該当する事項を具体的に記載すること。

営業所の設 ○ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては □適 □否、(□認定申請書)
置等 その代表者の氏名は、申請者又は届出書のとお )(□認定証更新申請書

りか。 ( )（法６条・８条 □営業所設置等届出書

○ 法人にあっては その役員の氏名及び住所は ( □適 □否・11条１項・11 、 、 □法第１１条第１項

変更届出書)条４項・222条、 申請者又は届出書のとおりか。
○ 主たる営業所の名称及び所在地は、申請書又 □適 □否規則17条・21条 (□法第１１条第４項

変更届出書)・39条） は届出書のとおりか。
○ 主たる営業所にあっては、その公衆の見やす □適 □否(□警備業認定・届出

台帳)い場所に認定書を掲示しているか。
○ 当該営業所の名称及び所在地は、申請書又は □適 □否□認定証

届出書のとおりか。

○ 当該営業所において主として行う警備業務の □適 □否
種別は、申請書又は届出書のとおりか。
・ 当該営業所で行う警備業務の種別は、次の
いずれか。

（１号）□住宅に係る機械警備業務 □前記以外の機械警備

業務 □空港保安警備業務 □施設警備業務

□その他

（２号）□雑踏警備業務 □交通誘導警備業務 □その他

（３号）□現金運搬警備業務 □前記以外の貴重品運搬警備

業務 □核燃料物質等危険物運搬警備業務

□その他

（４号）□緊急通報サービス □その他

○ 当該営業所ごと及び取り扱う警備業務の区分 □適 □否(□認定申請書)

(□認定証更新申請ごとに選任されている警備員指導教育責任者の
氏名、住所及び生年月日、資格者証に係る公安 )書

(□営業所設置等届委員会及び番号並びに専任又は兼任の別は、申
出書）請書又は届出書のとおりか。

(□法第１１条第１

○ 兼任である場合に、当該営業所は、専任の指 □適 □否項変更届出書)

(□法第１１条第４導教育責任者営業所に近接しているか。
項変更届出書)・ どの程度離れているのか （ ㎞）。

(□警備業認定・届出○ 兼任である場合に、その営業所に属する警備
台帳)員は５人以下であるか。
□警備員名簿・ 警備員は何人いるか （ 人）。

（警備業法等の解釈運用基準参照）

○ 現に営業を営んでいるか。 □適 □否□契約書

□求人広告□現に営んでいる。 □現に営んでいない。
□その他

（ ）○ 現に営業を営んでいない場合には、次のいず
れかに該当するか。
□ 認定を受けてから６月以内に営業を開始
していない。
□ 引き続き６月以上営業を休止している。

○ 当該営業所は、届出書のとおり廃止されてい □適 □否(□法第１１条第１項

るか。 )変更届出書

(□法第１１条第４項

)変更届出書

)(□都道府県内廃止届出書
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)(□警備業廃止届出書

警 備 員 ○ 「警備員名簿」が備え付けられているか。 □適 □否□警備員名簿

□出勤簿（ 、法14条・45条

□その他規則66条１項１ ○ 警備員名簿に記載されている警備員は何人か。
（ ）号・２号・２項） （ 人）

・うち現在いる警備員は何人か （ 人）。
・うち退職した警備員は何人か （ 人）。
○ 警備員は現在何人いるか。 （ 人）
・うち臨時警備員は何人いるか （ 人）。
・うち外国人警備員は何人いるか （ 人）。

○ 過去１年間に退職した警備員は何人か。
（ 人）

○ 警備員名簿に警備員の氏名、本籍、住所、生 □適 □否□警備員名簿

□出勤簿年月日及び採用年月日並びに退職した場合には
□その他退職年月日が記載されているか。
（ ）・ 記載漏れはないか。 □有 □無

・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ １８歳未満の者はいないか。 □適 □否

○ 警備員名簿に３年以内に撮影した写真を貼付 □適 □否
しているか。
・ 貼付漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の貼付はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に、警備員に対して行った警備員 □適 □否
教育の実施年月日、内容、時間数及び実施者の
氏名が記載されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に、従事させる警備業務の内容が □適 □否
記載されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に、合格証明書の交付を受けてい □適 □否
る警備員にあっては、当該合格証明書に係る警
備業務の種別、当該合格証明書を交付した公安
委員会の名称、交付年月日、番号及び級が記載
されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に、警備員指導教育責任者資格者 □適 □否
証の交付を受けている警備員にあっては、当該
資格者証を交付した公安委員会の名称、交付年
月日、番号及び当該資格者証に係る警備業務の
区分が記載されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に、機械警備業務管理者資格者証 □適 □否
の交付を受けている警備員にあっては、当該資
格者証を交付した公安委員会の名称、交付年月
日及び番号を記載しているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備員名簿に登載されている警備員と実際の □適 □否
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警備員数が合っているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 過去１年間に退職した警備員について警備員 □適 □否
名簿が退職の日から１年間保存されているか。

○ 現存するすべての警備員について「警備員が □適 □否□欠格事由に該当し
ないことを誓約す欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提
る書面の提出を受出を受けた旨その他欠格事由に該当しないこと
けた旨その他欠格を確認するために講じた措置を記載した書類」
事由に該当しないを備え付けているか。
ことを確認するた

○ 現存するすべての警備員の誓約書が当該書類 □適 □否めの措置を記載し
た書類に添付されているか。

○ 誓約書は警備員本人が作成したものか。 □適 □否□警備員名簿
○ 誓約書の作成年月日は、警備業務に従事する □適 □否□出勤簿

□誓約書前になっているか。
□その他

○ その他確認するために講じた措置について、 □適 □否（ ）
確認の方法は、次のいずれか。
□履歴書及び住民票の写し（本籍（外国人にあっ
ては国籍等）が記載されているもの （ 人））
□登記事項証明書及び市町村長証明書（ 人）
□医師の診断書（ 人）
□面接調査（ 人）
□前の警備業務に係る職場に問合せ（ 人）
□その他（ （ 人））
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

△ 外国人の警備員を就労させる場合に、在留期 □適 □否□その他
（ ）間、在留資格等の身分確認を行っているか。

△ 身分確認をした旨の記録をしているか。 □適 □否
□記録している。
□記録していない。
・ 在留資格及び確認方法は、次のいずれか。
□留学( 人)：□旅券( 人) □在留カード( 人)□特別永

（ ）住者証明書( 人) □資格外活動許可書 人

□就学 ( 人)：□旅券( 人) □在留カード( 人)□特別永

（ ）住者証明書( 人) □資格外活動許可書 人

□研修（ 人 ：□旅券( 人) □在留カード( 人)□特別永）

住者証明書( 人) □資格外活動許可書

□永住者( 人)：□旅券( 人) □在留カード( 人) □特別

永住者証明書( 人)

□日本人の配偶者等( 人)：□旅券( 人) □在留カード(

人)□特別永住者証明書( 人)

□その他( （ 人)：□旅券( 人)□在留カード(）

人)□特別永住者証明書( 人)

□その他( （ 人)：□旅券( 人)□在留カード(）

人)□特別永住者証明書( 人)

・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 届出書に添付されている写真どおりの □適 □否服 装 服装を (□服装届出書)
(□服装変更届出書)（法16条、規則2 使用しているか。
□在庫等により確認8条～30条・32

□適 □否条） ○ 未届出の服装を使用していないか。

護 身 用 具 ○ 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面 □適 □否「 」 (□護身用具届出書)
(□護身用具変更届出（法17条、規則2 が備え付けられているか。
書)8条～30条・32条

○ 届出書に記載されている種類、規格等と一致 □適 □否・66条１項３号） □護身用具の種類ご
との数量を記載しするか。
た書面

○ 書面の数量と現有の護身用具の数量が合って □適 □否
いるか。
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○ 未届出の護身用具がないか。 □適 □否□在庫等により確認

警備業者等 ○ 必要な指導及び監督がなされているか。 □適 □否□指導計画書

□その他の責務 ・ 指導計画書は作成されているか。
・ 指導に関する計画は適切か。 （ ）（法21条２項・

22条１項、規則4

○ 当該指導計画書は当該指導の日から２年間備 □適 □否0条・66条１項４

えられているか。号・２項）

指導教育責 ○ 警備員に対する指導計画書を作成しているか □適 □否。□指導計画書
任者の業務 ○ 指導計画に基づき警備員を実地において指導 □適 □否□指導実施簿

しているか。（法22条１項、

○ 指導の実施の記録を作成しているか。 □適 □否規則40条）

○ 教育計画書を作成し、それに基づく警備員教 □適 □否□教育計画書

□教育実施簿育の実施を管理しているか。

○ 教育実施簿その他警備員教育の実施に関する □適 □否
記録の記載について監督しているか。

。・ 教育実施簿の記載について監督しているか
□している □していない

・ 警備員名簿のうち教育の実施に関する記録
について監督しているか。
□している □していない

○ 警備員の指導・教育について警備業者に必要 □適 □否
な助言をしているか。

指導の実施 ○ 指導実施簿は作成されているか。 □適 □否□指導実施簿

状況 ○ 警備員を実地において指導しているか。 □適 □否□出勤簿

○ 指導実施日時に、指導担当者又は指導を受け □適 □否（法21条２項・2 □その他

た警備員が他の業務に従事していないか。 （ ）2条１項、規則40

条）

教育に関す ○ 「教育計画書」が備え付けられているか。 □適 □否□教育計画書

□その他る計画
○ 当該年度の開始の日の３０日前までに教育 ( ) □適 □否（法21条２項・2

計画書が備えられているか。2条１項、規則66

・ 作成年月日の記載があるか。 □有 □無条１項５号）

○ 教育計画書に実施時期 内容 方法 時間数 □適 □否、 、 、 、
実施者の氏名及び対象警備員の範囲が記載され
ているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 教育計画書は当該年度の終了の日から２年間 □適 □否
備えているか。

教育の実施 ○ 「教育実施簿」が備え付けられているか。 □適 □否□教育計画書

□教育実施簿状況
○ 教育実施簿は教育の実施ごとに作成している □適 □否（法21条２項、 □警備員名簿

□出勤簿規則38条・66条 か。
□その他１項６号）

○ 実施年月日 内容 方法 時間数 実施場所 ( ) □適 □否、 、 、 、 、
実施者の氏名及び対象警備員の氏名を記録し、
警備員指導教育責任者及び実施者が確認した旨
が教育実施簿に記載されているか。

○ 教育計画書に基づいて教育しているか。 □適 □否

○ 教育実施簿は当該年度の終了の日から２年間 □適 □否
備えているか。
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□教育計画書△ 部外実施教育を行っているか。
□教育実施簿□行っている。 □行っていない。

△ 部外実施教育は、講義の方法又は実技訓練の □適 □否□警備員名簿

方法で実施される基本教育及び業務別教育に限
られているか。
△ 警備業者が使用し又は管理する施設以外で実 □適 □否
施する部外実施教育を行っている場合には、次
に掲げる者が行っているか。
□民法法人
□協同組合
□民法組合その他の団体
（実施団体の名称： ）

△ 当該部外実施教育が、規則第３８条に規定す □適 □否
る教育事項等の定めるところに適合しているこ
と並びに当該教育を受ける警備員の知識及び能
力の水準に照らし適切かつ効果的なものである
ことを、指導教育責任者に事前に確認させてい
るか。
△ 教育計画書に、部外実施教育の内容ごとに実 □適 □否
施者の規則第６６条第１項第５号に掲げる事項
を記載するほか、部外実施教育の内容ごとに実
施者の氏名と併せて実施先の名称及び連絡先を
明確に記載しているか。
△ 部外実施教育を行った場合には、教育の内容 □適 □否
ごとに実施者の氏名と併せて実施先の名称及び
連絡先を明確に警備員名簿に記載しているか。
△ 実施先が発行する受講証明書等当該部外実施 □適 □否
教育による警備員教育に係る教育実施簿の記載
事項を疎明する書面を教育実施簿に添付してい
るか。

（警備業法等の解釈運用基準参照）

○ 教育を実施できる者が行っているか。 □適 □否
根拠～警備員教育を行う者等を定める規程 平（ 「
８．国公委告第２１ ）」
・ 基本教育は、次のいずれの者が行っているか。
□警備員指導教育責任者資格者証被交付者
□１級の検定に係る合格証明書被交付者
□２級の検定に係る合格証明書被交付者（１年
以上従事）
□公安委員会指定者
□上記以外の者（ ）
・ 業務別教育は、次のいずれの者が行ってい
るか。
□警備員指導教育責任者資格者証被交付者
□１級の検定に係る合格証明書被交付者（当該
合格証明書に係る警備業務のみ）
□２級の検定に係る合格証明書被交付者（１年
以上従事、当該合格証明書に係る警備業務の
み）
□機械警備業務管理者資格者証被交付者（機械
警備業務のみ）
□公安委員会指定者
□上記以外の者（ ）

○ 新任教育の教育事項及び教育方法は、次のと □適 □否□教育計画書

□教育実施簿おり実施されているか。
□警備員名簿（基本教育～規則３８条２項表の１の項）

イ 警備業務実施の基本原則 （ □適 □否講義）

ロ 警備員の資質の向上（ □適 □否講義又は実技訓練）

ハ 警備業法その他警備業務の適正な実施に □適 □否
講義）必要な法令 （
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ニ 事故の発生時における警察機関への連絡 □適 □否
講義及び実技訓練）その他応急の措置 （

ホ 護身用具の使用方法その他の護身の方法 □適 □否
講義及び実技訓練）（

（業務別教育～規則３８条３項）
① １号警備業務（機械警備業務を除く ）。
（ ）講義及び実技訓練

イ 警備業務対象施設における人又は車両等 □適 □否
の出入の管理の方法
ロ 巡回の方法 □適 □否
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施する □適 □否
ために使用する機器の使用方法
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合に □適 □否
とるべき措置
ホ その他当該警備業務を適正に実施するた □適 □否
め必要な知識及び技能
② ２号警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 当該警備業務を適正に実施するため必要 □適 □否
な道路交通関係法令
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法 □適 □否
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏 □適 □否
の整理の方法
ニ 当該警備業務を実施するために使用する □適 □否
各種資機材の使用方法
ホ 人若しくは車両の混雑する場所又はこれ □適 □否
らの通行に危険のある場所における負傷等
の事故の発生に際してとるべき措置
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するた □適 □否
め必要な知識及び技能
③ ３号警備業務（ ）講義及び実技訓練

イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備 □適 □否
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周 □適 □否
囲の見張りの方法
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積 □適 □否
卸しに際しての警戒の方法
ニ 当該警備業務を実施するために使用する □適 □否
各種資機材の使用方法
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際 □適 □否
してとるべき措置
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するた □適 □否
め必要な知識及び技能
④ ４号警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置そ □適 □否
の他警戒の方法
ロ 当該警備業務を実施するために使用する □適 □否
各種資機材の使用方法
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合に □適 □否
とるべき措置
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止する □適 □否
ためにとるべき避難等の措置
ホ その他当該警備業務を適正に実施するた □適 □否
め必要な知識及び技能
⑤ 機械警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 当該機械警備業務を実施するために使用 □適 □否
する警備業務用機械装置の機能
ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令 □適 □否
の方法
ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向か □適 □否
う警備員との間の連絡の方法
ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関 □適 □否
する情報を受信した場合における不審者又
は不審な物件の発見その他現場における事
実の確認の方法
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ホ その他当該機械警備業務を適正に実施す □適 □否
るため必要な知識及び技能

□教育実施簿○ 新任教育の教育時間数は適切か。
□教育計画書（規則３８条２項、３項、４項）
□出勤簿教育の対象警備員 教育の区分 教育時間数

□その他警備員指導教育責任者資 基 本 教 育 免除

( )格者証又は合格証明書 １（

級又は２級）の交付を受 業務別教育 免除

けている警備員で、当該

資格に係る警備業務に従

事させようとするもの

警備員指導教育責任者資 基 本 教 育 免除

格者証又は合格証明書 １（

□適 □否級又は２級）の交付を受 業務別教育 １０時間以上

けている警備員で、当該 （うち５時間ま

資格に係る警備業務以外 では実地教育の

の警備業務に従事させよ 方法でよい ）。

うとするもの なお、当該警備業

務経験者について

は３時間以上 う（

ち２時間までは

実地教育の方法

でよい）。

□適 □否警察官の職にあった期間 基 本 教 育 １３時間以上

が通算して１年以上であ 及び （うち業務別教

る警備員 以下元警察官 業務別教育 育の1/2の教育時（ ）

間数（上限５時

間）までは実地

教育の方法でよ

い）。

□適 □否最近３年間に当該警備業 基 本 教 育 ７時間以上 う（

務に従事した期間が通算 及び ち業務別教育の

して１年以上である警備 業務別教育 1/2の教育時間数

員 以下警備業務経験者 （上限２時間）（ ）

で、当該警備業務に従事 までは実地教育

させようとするもの の方法でよい）。

□適 □否警備業務経験者で、当該 基 本 教 育 １３時間以上

警備業務以外の警備業務 及び （うち業務別教

に従事させようとするも 業務別教育 育の1/2の教育時

の 間数（上限５時

間）までは実地

教育の方法でよ

い）。

□適 □否機械警備業務に従事させ 基 本 教 育 １０時間以上

ようとする警備員で、機 （警備業務経

械警備業務管理者資格者 験者および元

証の交付を受けているも 警察官にあっ

の ては３時間以

上）

業務別教育 免除

□適 □否上記教育対象者以外の警 基 本 教 育 ２０時間以上

備員 及び （うち業務別教

業務別教育 育の1/2の教育時

間数（上限５時

間）までは実地

教育の方法でよ

い）。

□教育実施簿○ 現任教育の教育事項及び教育方法は、次のと
□教育計画書おり実施されているか。
□出勤簿（基本教育～規則３８条２項表の２の項）
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イ 警備業務実施の基本原則 （ □適 □否講義） □その他

ロ 警備業法その他警備業務の適正な実施 ( ) □適 □否
講義）に必要な法令 （

ハ 事故の発生時における警察機関への連絡
その他応急の措置 （ □適 □否講義及び実技訓練）

（業務別教育～規則３８条３項）
① １号警備業務（機械警備業務を除く ）。
（ ）講義及び実技訓練

イ 警備業務対象施設における人又は車両等
の出入の管理の方法 □適 □否
ロ 巡回の方法
ハ 警報装置その他当該警備業務を実施する □適 □否
ために使用する機器の使用方法 □適 □否
ニ 不審者又は不審な物件を発見した場合に
とるべき措置 □適 □否
ホ その他当該警備業務を適正に実施するた
め必要な知識及び技能 □適 □否
② ２号警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 当該警備業務を適正に実施するため必要
な道路交通関係法令 □適 □否
ロ 車両及び歩行者の誘導の方法
ハ 人又は車両の雑踏する場所における雑踏 □適 □否
の整理の方法 □適 □否
ニ 当該警備業務を実施するために使用する
各種資機材の使用方法 □適 □否
ホ 人若しくは車両の混雑する場所又はこれ
らの通行に危険のある場所における負傷等 □適 □否
の事故の発生に際してとるべき措置
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するた
め必要な知識及び技能 □適 □否
③ ３号警備業務（ ）講義及び実技訓練

イ 運搬に使用する車両等の構造及び設備
ロ 車両等による伴走及び運搬中における周 □適 □否
囲の見張りの方法 □適 □否
ハ 運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積
卸しに際しての警戒の方法 □適 □否
ニ 当該警備業務を実施するために使用する
各種資機材の使用方法 □適 □否
ホ 運搬中における盗難等の事故の発生に際
してとるべき措置 □適 □否
ヘ その他当該警備業務を適正に実施するた
め必要な知識及び技能 □適 □否
④ ４号警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 人の身辺における警戒に係る警戒位置そ
の他警戒の方法 □適 □否
ロ 当該警備業務を実施するために使用する
各種資機材の使用方法 □適 □否
ハ 不審者又は不審な物件を発見した場合に
とるべき措置 □適 □否
ニ 人の身体に対する危害の発生を防止する
ためにとるべき避難等の措置 □適 □否
ホ その他当該警備業務を適正に実施するた
め必要な知識及び技能 □適 □否
⑤ 機械警備業務 （ ）講義及び実技訓練

イ 当該機械警備業務を実施するために使用
する警備業務用機械装置の機能 □適 □否
ロ 警備業務用機械装置による警戒及び指令
の方法 □適 □否
ハ 指令業務に従事する警備員と現場に向か
う警備員との間の連絡の方法 □適 □否
ニ 基地局において盗難等の事故の発生に関
する情報を受信した場合における不審者又 □適 □否
は不審な物件の発見その他現場における事
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実の確認の方法
ホ その他当該機械警備業務を適正に実施す □適 □否
るため必要な知識及び技能

□教育実施簿○ 現任教育の教育時間数は適切か。
□教育計画書（規則３８条２項、３項、５項）
□出勤簿教育の対象警備員 教育の区分 教育時間数

□その他警備員指導教育責任者資 基 本 教 育 免除

( )格者証の交付を受けてい

□適 □否る警備員 業務別教育 年度ごとに６時

間以上（当該警

備業務の区分の

資格者証の交付

を受けている者

は免除）

１級の合格証明書の交付を受 基 本 教 育 免除

けている警備員で、当該合格

証明書に係る種別の警備業務 業務別教育 免除

に従事させているもの

合格証明書の交付を受けてい 基 本 教 育 免除

る警備員（１級の合格証明書

□適 □否の交付を受けている警備員で 業務別教育 年度ごとに６時

当該合格証明書に係る種別の 間以上

警備業務に従事させているも

のを除く）。

□適 □否上記教育対象者以外の警 基 本 教 育 年度ごとに１０

備員 及び 時間以上

業務別教育

□教育実施簿○ 教育の実施時期は適切か。
・ 新任警備員教育は、採用後警備員を実際に □適 □否□教育計画書

□出勤簿警備業務に従事させる前に実施しているか。
・ 現任警備員教育は、年度ごとに実施してい □適 □否□その他

るか （ただし、新任警備員教育を受けた日の ( )。
属する年度には、当該警備員に対する現任警
備員教育を行わなくてもよいこととされてい
る ）。

○ 教育実施簿の記載と警備員名簿の警備員教育 □適 □否
の実施状況の記載と合致するか。
○ 教育実施日時に、教育担当者又は教育を受け □適 □否
た警備員が他の業務に従事していないか。

契 約 「共通事項」
○ 警備業務に関する契約ごとに、必要な事項を □適 □否（規則66条１項 □警備業務に関する

契約ごとに、必要７号） 記載した書類（警備契約先一覧表）が備え付け
な事項を記載したられているか。

○ 当該契約に係る警備業務の依頼者が記載され □適 □否書類（警備契約先

一覧表）ているか。
□契約書・ 記載漏れはないか。 □有 □無
□警備員名簿・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当 □適 □否□その他

（ ）業務（当該契約が法１８条に規定する種別の警
備業務を行うものである場合には、当該種別に
係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含
。）、 。む 警備業務を行う期間が記載されているか
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

「警備業務の区分ごとの事項」
イ 当該契約が１号警備業務を行うものである場 □適 □否
合、警備業務対象施設の名称及び所在地が記載
されているか
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・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無
ロ 当該契約が２号警備業務を行うものである場 □適 □否
合、警備業務を行うこととする場所が記載され
ているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無
ハ 当該契約が３号警備業務を行うものである場 □適 □否
合、警備業務を行う路程が記載されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無
ニ 当該契約が４号警備業務を行うものである場 □適 □否
合、警備業務の対象となる者の氏名及び住所又
は居所が記載されているか。
・ 記載漏れはないか。 □有 □無
・ 虚偽の記載はないか。 □有 □無

△ 警備業務の提供委託をしている契約は何件
か。 （ ）件
△ 警備業務の提供委託を受けている契約は何件
か。 （ ）件
△ 警備業務の提供委託の場合に、次の事項が遵
守されているか。
・ 委託先の認定の有無を確認しているか。 □適 □否
・ 基本契約に係る契約書及び警備業務提供委 □適 □否
託に係る契約書が作成されているか。
・ 基本契約に係る契約書に、下請事業者の名 □適 □否
称、所在地警備業務提供委託に係る警備業務
の内容等、所定の事項が記載されているか。
・ 基本契約に係る契約書及び警備業務提供委 □適 □否
託に係る契約書が添付されているか。

。△ 警備業務の共同実施をしている契約は何件か
（ ）件

△ 警備業務の共同実施の場合に、次の事項が遵
守されているか。
・ 共同企業体構成員の間で協定書が作成され □適 □否、
共同企業体構成員の氏名又は名称、代表者及
び権限等、所定の事項が記載されているか。
・ 警備計画書が作成されているか。 □適 □否
・ 共同企業体と利用者との間で契約書が作成 □適 □否
されているか。
・ 協定書及び警備計画書又はその要旨が添付 □適 □否
されているか。

○ 契約先に派遣している警備員の業務内容と警 □適 □否
備員名簿に記載された業務内容が一致している
か。

苦情の解決 ○ 警備業務についての依頼者等からの苦情に関 □適 □否□苦情の処理に係る

書類（法20条、規則6 し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情
□警備員名簿6条１項８号） の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の

内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の
□その他氏名を記載した書類が備え付けられているか。
（ ）△ 警備業務についての依頼者等からの苦情等を

受け付ける窓口を設けているか。
□いる □いない

△ 警備業務についての依頼者等からの苦情その
他紛議はないか。
□有（その内容： ）
□無
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□法令違反（調査事項の欄中冒頭に「○」で示した事項に係る違反）なし
□法令違反あり（□警備業法第 条第 項違反 □他法令（ ）違反）
□行政指導事項違反（調査事項の欄中冒頭に「△」で示した事項に係る違反）なし
□行政指導事項違反あり

立

入

実

施

結

果

処分予定 □行政指導 □行政処分上申 □事件化 □その他（ ）
□なし

（理由）

措

置

方

針

□行政指導に係る書面の交付（交付日： 年 月 日 交付者：措
被交付者： ）

□行政処分上申（処分別：□指示 □営業停止命令（期間： ） □認定の取消し置
処分に係る書面の交付： 年 月 日 交付者：

被交付者： ）
□事件の送致（違反内容： 法 条 項違反 送致日： 年 月 日結

刑事処分： ）
□その他（ ）果
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様式第２号（基地局・待機所用）
立 入 検 査 票

実 施 年 月 日 年 月 日 午前・後 時 分 ～ 午前・後 時 分

実 施 者 課・署 階級 氏 名
課・署 階級 氏 名

立 入 場 所 □基地局 □待機所
（名称 ）

（ ）立 会 人 役 職 氏 名 歳

種 別 □４条業者 □９条前段業者 □９条後段業者
警

氏名又は名称
備

住 所 ℡
業

法人にあっては、

その代表者の氏名者

認定証の番号 公安委員会 第 号

名 称
基

所 在 地 ℡
地

□設置年月日

□区域内における局
年 月 日機械警備業務の

開始年月日

名 称
待

所 在 地 ℡
機

警備業務対象施

設の所在する市所
町村の名称

氏 名
公安委員会第 号機械警備業務管理者 住 所

（ ）生年月日 年 月 日生

□機械警備業務開始届出書（ 年 月 日届出） □機械警備業務変更届出書（ 年 月 日
届出） □都道府県内廃止届出書（ 年 月 日届出）

調 査 区 分 調 査 事 項 確認資料 調査 結果

※ 調査事項の各項目の冒頭の○は法令上の義務に関する事項であり、△は警察庁の行政指導に
関する事項である。

※ 該当する□に を記載すること。
※ 確認資料の名称は、業者によって異なる場合がある。
※ 確認資料のうち （ ）内のものは警察において保管しているもの。、
※ 確認資料のうち 【 】内のものは営業所において保管しているもの。、
※ 確認資料のうち、＜＞内のものは基地局において保管しているもの。
※ 調査事項中の（ ）内に該当する事項を具体的に記載すること。

基地局の設置等 ○ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって □適 □否(□機械警備

業務開始（ 、法４０条～４２条 は、その代表者の氏名は届出書のとおりであ
届出書)規則５３条～６０ るか。

○ 認定証を交付した公安委員会の名称及び認 □適 □否条） (□機械警備
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業務変更定証の番号は、届出書のとおりか。
○ 基地局の名称及び所在地は、届出書のとお □適 □否届出書)

りか。

○ 機械警備業務管理者の氏名、住所、生年月 □適 □否
日、資格者証を交付した公安委員会の名称及
び資格者証の番号は、届出書のとおりか。
○ 機械警備業務管理者は専任として置かれて □適 □否
いるか。

○ 待機所の名称及び所在地並びに警備業務対 □適 □否
象施設の所在する市町村の名称は、届出書の
とおりか。

○ 都道府県内廃止届出書のとおり廃止されて □適 □否(□都道府県

内廃止届いるか。
出書)

機械警備業務管 ○ 警備業務用機械装置の運用を円滑に行うた □適 □否□計 画 書

□指令基準書基 理者の業務 めの計画を作成しているか。
（法42条、規則60条 □監督指導簿・ 計画書はあるか。
・61条） □その他□有 □無

（ ）

○ 当該計画に基づき警備業務用機械装置の運 □適 □否
用を行うように警備員その他の者を監督して
いるか。
・ 監督指導簿を作成しているか。
□有 □無

地
○ 指令業務に関する基準を作成しているか。 □適 □否

□有 □無

○ 当該基準により指令活動を統制するため指 □適 □否
令業務に従事する警備員を指導しているか。
・ 監督指導簿を作成しているか。
□有 □無

局 ○ 警備員に対し、警察機関への連絡について □適 □否
指導を行っているか。
・ 監督指導簿を作成しているか。
□有 □無

○ 基地局に備え付けるべき書類の記載につい □適 □否
て監督しているか。

○ 機械警備業務の管理について機械警備業者 □適 □否
に必要な助言をしているか。

即 応 体 制 ○ 「待機所ごとに配置する警備員の氏名を記 □適 □否□待機所ご

法４３条・４４条 とに配置（ 、 載した書類」が備えられているか。
規則６４条・６５ する警備・ 待機所に配置する警備員の総数は何人か。
条） 員の氏名（ 、 ）待機所 箇所 総数 人

を記載し・ 待機所に配置している警備員が所属する
した書類営業所はどこか （名称： 営業所）。

【□警備○ 待機所に配置する警備員を除き、基地局に
】配置している警備員が所属する営業所はどこ 員名簿

□出勤簿か （名称： 営業所）。
【□警備・ 基地局に何人警備員が配置されている
契約先か （ 人）。

】○ 待機所に配置する警備員の氏名及び業務内 一覧表

□対象施設容と警備員名簿に記載された警備員の氏名及
一覧表び業務内容が一致しているか。
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○ 「警備業務対象施設の名称及び所在地を記 □適 □否□発生事

故記録載した書類」が備えられているか。
□指令日誌・ 対象施設の数はいくつか （ 件）。

○ 当該書類に記載されている警備業務対象施 □適 □否出力資料

□備品管理設は警備業務に関する契約ごとに、必要な事
台帳項を記載した書類（警備契約先一覧表）の契

□現場処理約先と一致しているか。
報告書

○ 「基地局及び待機所の位置並びに待機所ご □適 □否□遅延理由

報告書との警備業務対象施設の所在する地域を地図
□その他上に記載した書類」が備えられているか。

○ 基地局、待機所及び警備対象施設の所在す ( ) □適 □否
る地域が地図上に適正に記載されているか。

○ 「待機所ごとに市区町村の区域ごとの警備 □適 □否
業務対象施設の数を記載した書類」が備えら
れているか。
○ 法定の様式（施行規則別記様式第２１号） □適 □否
により記載されているか。

○ 警備契約先一覧表の契約先の数と一致する □適 □否
か。

○ 「警備業務対象施設ごとに、待機所から警 □適 □否
備業務対象施設までの路程及び到着時間を記
載した書類」が備えられているか。

○ 待機所から警備対象施設までの路程が記載 □適 □否
されているか。
・記載漏れはないか。 □有 □無
・虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 異常発報を受信してから警備員が現場に到 □適 □否
着するまでに通常要する時間が記載されてい
るか。
・記載漏れはないか。 □有 □無
・虚偽の記載はないか。 □有 □無

○ 路程と到着時間は適切であるか。 □適 □否
（ 。）交通量等から実際に即応が可能であるか

○ 「待機所ごとに配置する車両その他の装備 □適 □否□発生事

故記録の種類ごとの数量を記載した書類」が備えら
□指令日誌れているか。
出力資料

○ 当該書類が適正に作成されているか。 □適 □否□備品管理

台帳・記載漏れはないか。 □有 □無
□現場処理・虚偽の記載はないか。 □有 □無
報告書

○ 対象施設の数と配置されている警備員の数 □適 □否□遅延理由

報告書並びに車両その他の装備の種類及び数は適正
□その他であるか。

・ 装備の種類は何か。また、その数はいく ( )
つか。
□車 両 （ 台）
□（ ） （ ）
□（ ） （ ）

○ 「異常発報の受信日時、当該発報に係る施 □適 □否
設の名称及び所在地並びに講じた措置及びそ
の結果を記載した書類」が備え付けられてい
るか。
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○ 異常発報ごとに作成されているか。 □適 □否
・ 異常発報は何件か （ 件）。
（ 年 月 日～ 年 月 日の間）

○ 受信日時、警備業務対象施設の名称及び所 □適 □否
在地が記載されているか。

○ 異常発報のあった警備対象施設の名称及び □適 □否
所在地は警備契約先一覧表の契約先と一致し
ているか。

○ 講じた措置とその結果が記載されているか □適 □否。
・ 警備員が現場に向かった場合にあっては □適 □否、
受信時から現場に到着するまでに要した時
間が記載されているか。
・ 必要な措置（警察への連絡、基地局への □適 □否
連絡、現場保存等）を講じているか。
・ 現場に臨場した警備員の氏名を記載して □適 □否
いるか。

○ 受信装置のプリンター用紙に打ち出された □適 □否
時間との間に矛盾点はないか。

○ 異常発報を受信した時から警備員が現場に □適 □否
到着した時が２５分以内であるか。
・ 到着時間の分布はどのようになっている
か。
□１５分以内（ ）件
□１５分以上２５分以内（ ）件
□２５分以上（ ）件
（内訳： ）
□出動せず（ ）件
（内訳： ）
（ 年 月 日～ 年 月 日の間）

○ 受信日から１年間備え付けているか。 □適 □否

即 応 体 制 ○ 待機所の名称及び所在地は、届出書のとお □適 □否(□機械警備

業務開始（ 、法４３条・４４条 りか。
○ 警備業務対象施設の所在する市町村の名称 □適 □否規則５４条・６４条 届出書)

(□機械警備・６５条） は、届出書のとおりか。
業務変更

待 ○ 配置されている警備員の氏名は適正か。 □適 □否届出書)

＜□待機所

○ 当該待機所に係る警備業務対象施設ごとに □適 □否、 ごとに配

置する警機 警備業務対象施設の所在する場所及び当該待
備員の氏機所から警備業務対象施設までの路程につい
名を記載て、配置されている警備員が知ることができ
した書所 る資料があるか。
類＞

○ 配置されている装備の種類ごとの数量は適 □適 □否＜□備品管

理台帳＞正か。
□その他

△ 警備対象施設の鍵の保管は適正か。 ( ) □適 □否

□法令違反（調査事項の欄中冒頭に「○」で示した事項に係る違反）なし
□法令違反あり（□警備業法第 条第 項違反 □他法令（ ）違反）立
□行政指導事項違反（調査事項の欄中冒頭に「△」で示した事項に係る違反）なし
□行政指導事項違反あり入

実

施
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結

果

処分予定 □行政指導 □行政処分上申 □事件化 □その他（ ）
□なし

（理由）

措

置

方

針

□行政指導に係る書面の交付（交付日： 年 月 日 交付者：措
被交付者： ）

□行政処分上申（処分別：□指示 □営業停止命令（期間： ） □認定の取消し置
処分に係る書面の交付： 年 月 日 交付者：

被交付者： ）結
□事件の送致（違反内容： 法 条 項違反 送致日： 年 月 日

刑事処分： ）果
□その他（ ）
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様式第３号

年 月 日

（生活安全企画課長）

警察署長 殿

立入検査実施者

課・交番・駐在所

官職

氏名

警備業立入検査実施報告書

立入検査月日 年 月 日

警備業者の氏名又は名称

□営業所

名称 ほか 箇所

所在地

立入検査対象 □基地局

名称 ほか 箇所

所在地

□待機所

名称 ほか 箇所

所在地

立入検査結果 別添立入検査票のとおり

違 反 の 有 無 有り 無し

違

反

の

内

容

及

び

措

置
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様式第４号

第 号

年 月 日

報告・資料提出要求書

警備業者の氏名又は名称

様

岩手県公安委員会 印

警備業法第46条の規定に基づき、警備業務の状況に関し、次のとおり報告又は資料

の提出を求めます。

記

１ 求める報告又は資料の内容

２ 報告又は資料提出の期限

年 月 日まで

３ 報告又は資料提出を求める理由
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様式第５号

警 備 業 立 入 身 分 証 明 書 交 付 名 簿

職 名
交 付 年 月 日 階級等 氏 名 返 納・異動年月日

身 分 証 明 書 番 号

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日
□ 新規交付 □ 返 納
□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先
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様式第６号

第 号

年 月 日

岩手県警察本部長 殿

警察署長

警備業立入身分証明書交付・返納報告書

職 名
交 付 年 月 日 階級等 氏 名 返 納・異動年月日

身 分 証 明 書 番 号

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先

平成 年 月 日 平成 年 月 日

□ 新規交付 □ 返 納

□ ( ) □ 異動( )継続使用 前所属 転出先


